
事案名 いわき市の事案 （福島県７－１） 

分類 ○生産・保有 

○廃棄・遺棄 
○その他 

○現在の状況 

資料 ・『相模海軍工廠』昭和５９年〔１〕 

・「化学戦資材ノ件回答」昭和２１年３月９日〔２〕 

・「浜名湖に投棄された軍用ガスの処分に関する報告」昭和２

年１２月２８日〔３〕 

・Intelligence Report on Japanese Chemical Warfare Volume 

〔４〕 

・「毒瓦斯及其ノ充塡兵器処理ニ関スル件」昭和２０年９月〔５

・「現在品目録」（昭和２０年８月２５日）、「高座、相模海軍工

引渡目録」所収〔６〕 

・「日本海軍ニ於ケル化兵戦関係概況」（日付なし）〔７〕 

・「千葉県における漁業補償」昭和４５年３月〔８〕 

・「『旧軍毒ガス弾等の全国調査』のフォローアップ調査結果に

いて（送付）」平成１５年８月２９日〔９〕 

資料内容概要 福島県（現いわき市）には、相模海軍工廠錦分廠が存在し､

戦時に催涙ガスを３５ｔから３９ｔ位を保有していたとの記

が資料から確認される。これは米軍によって海洋投棄されたと

ことだが､具体的な海域は資料には記載されていない。 
 
○生産・保有情報 
・昭和１９年に、相模海軍工廠は福島県岩城郡錦町（現いわ

市）の民間工場の一部を徴用して「第１火工部の疎開工場

し、併せて１２８研究の拠点とした」と記載されている〔１

・昭和２０年８月１日に、相模海軍工廠錦分廠には、塩化ア

トフェノン３５トンが存在していた〔２〕。 
・終戦時に、相模海軍工廠錦分廠には、塩化アセトフェノン

５．５トンが存在していた〔３〕〔４〕。 

・昭和２０年９月９日現在で、相模海軍工廠錦分廠には、催

ガス３５．５（３９．５が３５．５と修正されている）ト

が存在していた〔５〕。 
・昭和２０年８月２５日に、相模海軍工廠錦分廠には、１号

薬３６．５トン（相模海軍工廠分で錦分を含む）が存在し

いた〔６〕。 

・昭和２０年９月９日現在で､相模海軍工廠錦分廠には、催

ガス３９トンが存在していた〔１〕〔７〕。 

 

○廃棄・遺棄情報 
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・「相模海軍工廠、同廠化学実験部及び錦分工場にあった各種

ガスは１９４６年２月１１日前後に於て米軍の監督指揮に

より海中に投棄処分された」としているが、投棄場所に関し

ては記載がない〔３〕。 
 
○その他情報 
・錦分廠とは記されていないが、銚子沖に海洋投棄された旧軍

兵器・弾薬や毒ガス弾等について、「銚子沖に処分する弾薬

は、福島県、長野県および静岡方面から貨車輸送されたもの」

であるとしている〔８〕。 
 
○現在の状況 
・錦分廠跡地は、現在、民間企業の敷地である〔９〕。 
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